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本レポートは、2019年9月6日現在欧州委員会ウェブサイトに掲載されているチェックリストの仮訳で

す。本チェックリストは、必要に応じて随時更新する方針が示されていますので、ご利用の際は欧州委

員会ウェブサイト（https://ec.europa.eu/info/publications/communication-4-september-2019-finalising-
preparations-withdrawal-united-kingdom-european-union-1-november-2019_en）から最新版を確認され

ることを推奨します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【免責条項】 
本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。 
ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に関連し

て、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロおよび執筆者は一切の責任を負いか

ねますので、ご了承ください。 
 禁無断転載  

 
また、仮訳はジェトロが作成したもので、EU の正式な見解を必ずしも反映するものではありません。仮訳に

含まれる情報について、欧州委員会はいかなる責任も負いません。  
 
This text is a Japanese translation of the European Commission's publication. The translation is 
produced by JETRO and the content of this translation may not reflect the official opinion of the 
European Union. The Commission is not responsible or liable whatsoever with regard to the information 
therein.    
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本チェックリストは、情報提供を目的として作成されたものであり、EUおよび／または英国で取

引を行う企業が、離脱協定を伴わない英国のEU離脱に向けた自社の準備状況を再確認することを

支援するものである。一番多い共通問題、および関連性のある側面だと思われるものを取り上げる

よう留意したが、本リストはあくまで参考であり、合意なき離脱の結果として生じうる全ての問題

を余すことなく取り扱っていると考えるべきではない。追加的なガイダンスとして、欧州委員会の

各部署が公表する「ブレグジット準備通知」および各国当局による情報を参照すべきである。一部

の通知については、例として、本チェックリストの脚注に記載している。全ての「ブレグジット準

備通知」は以下から入手できる。 
 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en 
 

企業は離脱日、すなわち英国が第3国になる日（2019年11月1日）に向けて、万全の準備を確保し

なければならない。批准された離脱協定がない場合、同協定において合意された「移行期間」は適

用されない点に改めて注意すること。 
 

また、離脱協定が批准された場合であっても、移行期間終了後、すなわち2020年12月31日以降は、

域内市場およびEU関税同盟に関するEUルールの英国への適用は停止され、企業はこれに備える必

要がある点にも改めて注意すること。それゆえ、後半段階においてさえも、如何なる場合において

も準備を求められることになる。 
 

本チェックリストは必要に応じて更新される流動的な文書である。 
 

 
 
 
 
 

EU内で事業を行う企業のための 
「ブレグジット準備チェックリスト」 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en


1. EU市場への物品の投入（上市）；輸出 
 

a. 認証および認可 
製品の安全性や公衆衛生、環境の保護を確保するため、特定の製品をEU市場で上市する際には、EUで設

立された（認証）機関による認証1、またはEU加盟国の当局による認可が必要になる。これは例えば、医

療機器分野、または自動車分野が該当するケースである2,3。 
英国当局または英国に所在する機関が発行した認証または認可はブレグジット後、EUではもはや無効で

ある。 
 

英国の（認証）機関または当局が発行した認証や認可を、EU27カ国の（認証）機関または当局

のものに移管、もしくは新規に申請したか？ 
 

b. ローカリゼーション要件 
EU製品ルールの効果的な履行を推進するため、特定の規制責任者をEU域内に配置しなければならない

（ローカライゼーション要件）。これは例えば、特定物品の「責任者」4、輸入者、または登録者5もしく

は販売許可保有者6が該当する。化学品など一部の分野7では、これは特に物品の「川下利用」に関連する。 
英国に配置された上記該当者はブレグジット後、ローカライゼーション要件をもはや満たさなくなる。 
 

EUのローカライゼーション要件の遵守を確保しているか？ 
 
 

c. ラベル表示およびマーキング 
EU製品ルールの効果的な履行を推進するとともに、消費者保護を強化するため、EU市場に投入（上市）

される製品の多くには、本チェックリストの1.a. および b.に掲げる（認証）機関または（該当）者につい

て、その名称、住所、または識別情報とともにラベル表示またはマーキングしなければならない。これは

例えば、工業製品8、医薬品9や医療機器、食品10および飼料が該当する。 
マーキングまたはラベル表示は、英国内の（認証）機関あるいは英国内に配置した（該当）者が記載され

ている場合、ブレグジット後、EU市場に投入（上市）する際のラベル表示要件をもはや満たさなくなる
11。 
 

EU市場に投入（上市）する製品に、ラベリングや表示が正しく行われることを確保しているか？ 
 

  

                                                
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/industrial_products_en_1.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/qa_brexit_industrial_products_en.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/type_approvals-automotive_vehicles_en.pdf 
3 これは特定の製品資格（例えば「オーガニック」）（以下参照。https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_food_law_en.pdf）、またはEUエコラ

ベル（以下参照。https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_ecolabel_en.pdf）にも該当する。 
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/cosmetic_products_en.pdf 
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/chemicals-regulation-under-reach_en.pdf 
6 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante 
7 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/chemicals-regulation-under-reach_en.pdf 
8 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/qa_brexit_industrial_products_en.pdf 
9 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_food_law_en.pdf 
11 欧州委員会総局が公表した「ブレグジット準備通知」は、離脱日以前にEU27カ国市場で上市されていた製品は、引き続きEU27カ国内の販売ルート

を通じて販売を継続できる旨明示している。詳細については、分野毎の「ブレグジット準備通知」を参照。 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/industrial_products_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/qa_brexit_industrial_products_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/type_approvals-automotive_vehicles_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_food_law_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_ecolabel_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/cosmetic_products_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/chemicals-regulation-under-reach_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/chemicals-regulation-under-reach_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/qa_brexit_industrial_products_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_food_law_en.pdf


 

d. 第三国がEU製品に対して与える特恵関税 
EUと自由貿易協定を有する第三国に製品を輸出する際、「EU（原産）材料」が適用可能な「原産地規則」

に照らし十分であり、これが原産地証明で立証される場合、特恵（すなわち低減）税率の恩恵を受け得る
12。これは例えば、自動車分野（自動車部品その他の構成材料を含む）、および農産食品分野がある。 
完成品に使われている英国（原産）の材料はブレグジット後、EU（原産）材料とみなされない。 
 

自社のサプライチェーンを確認し、輸出品の特恵関税を維持するため、英国産材料をEU「非原

産品」として扱っているか？ 
 

e. 通関手続き 
財政要件（関税、および付加価値税や物品税などの間接税）、および、欧州市民の健康、治安や安全、環

境の保護といった非財政要件を遵守するため、EUに持ち込まれる、またはEUから持ち出される物品は全

て税関監視下に置かれ、通関手続きの対象となる13。 
EU・英国間の輸出入品はブレグジット後、この適用対象となる。英国税関当局発行のEORI番号、および

EU関税法に基づく英国税関当局による決定（許可、拘束的関税情報及び拘束的原産地情報など）は、EU
ではもはや有効ではなくなる14。 
 

特に、これまで第三国との貿易の経験がない、または乏しい場合に、ブレグジット後に適用さ

れるEU通関手続きおよび利用可能な簡素化手続き15を十分理解しているか？  
 
 

f. 関税 
特定の外国産品をEU域内で自由流通させるためには、輸入関税を支払わなければならない。その関税額

は、課税価額（すなわち、当該物品に対してその他要素による修正の後支払われる、または支払われるべ

き価額）、当該物品の分類及び適用される関税率を含む様々な要素に基づいて計算される16。 
英国原産の特定の物品はブレグジット後、輸入関税の対象となる。 
 

特に、これまで第三国との貿易の経験がない、または乏しい場合に、ブレグジット後に関税支払

い対象となるか（また必要な情報の提供が可能か）を確認したか？  
 

g. 禁止および制限 
特にEU市民の健康や安全、環境を保護するため、特定の物品のEUとの輸出入は、「禁止および制限」の

対象となる17。「禁止および制限」は、廃棄物18から薬品19まで、また特定の農産食品20からダイヤモンド

原石、文化財21、あるいは特定の放射性物質22まで、極めて多様な物品が関係する。 
第三国からの輸入および第三国への輸出に関する禁止および制限事項がブレグジット後、英国に関して適

用される。さらに、EUとの物品の輸出入に関する英国の免許はもはや有効ではなくなる。 
 

特にこれまで第三国との貿易の経験がない、または乏しい場合、ブレグジット後に適用される禁

止および制限手続きを十分理解しているか？  

                                                
12 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_en.pdf  
13 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/customs_and_indirect_taxation_en.pdf以下から入手できる「貿易事業者用ブレグジット・チェ

ックリスト」も参照：https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en#heading_1. 
14 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_en.pdf 
15 https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal 
16 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu-rules-customs-debt-and-customs-tariffs_en.pdf 
17 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/import_and_export_licences_en.pdf 
18 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/waste_law_en_0.pdf 
19 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante 
20 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante 
21 https://ec.europa.eu/info/files/export-cultural-goods 
22 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/euratom_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/preferential_rules_of_origin_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/customs_and_indirect_taxation_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en#heading_1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu-rules-customs-debt-and-customs-tariffs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/import_and_export_licences_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/waste_law_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#sante
https://ec.europa.eu/info/files/export-cultural-goods
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/euratom_en.pdf


 

h. 衛生植物検疫（SPS）管理 
食品の安全性の保証や動物の健康、福祉を保護するとともに、EUでのSPSの地位を保護するため、生

きた動物23や食品24、動物性製品、特定の植物および植物製品25は、輸入の際、専用施設（国境検疫所）

での体系的な管理の対象となる。 
 

SPS（の対象となる）商品は、当該商品について承認を得ている国境検疫所を経てEUに持ち

込むことを確認したか？ 
 

 
 
 

2. EUにおけるサービスの提供 
 

a. 許可（ライセンス）及び認可 
特に消費者の保護や信頼、EUルールの効果的な実施を保証するため、多くの経済分野において、EU
域内でのサービスの提供には、EU加盟国当局からの許可または認可が必要とされる。これは例えば、

輸送分野26、金融サービス分野27、音響映像分野28およびエネルギー分野29が該当する。 
英国当局が発行した許可または認可はブレグジット後、EUで無効となる。一部のケースでは30、特定

のEU加盟国における効力は国レベルの法によることになる。 
 

自社の事業は、英国当局が発行する許可または認可に拠るものか？EU27カ国で同様の許可ま

たは認可を申請したか？または、英国発行の許可または認可をEU27カ国いずれかの当局のも

のに移管したか？ 
顧客として、サービス提供者がEUでのサービス提供に必要な許可または認可を得たか、確認

したか？ 
 

 
b. 国境を越えたサービスの提供 
サービス提供の自由（EU条約で明記された「基本的自由」）は、EU全域における国境を越えたサー

ビスの提供をEU法の制約の範囲内で認めている31。 
英国からEUへのサービスの提供はブレグジット後、WTO法に基づきEUが定めたアクセスの義務およ

び資格を考慮して、EU法および加盟国の法律の適用対象となる。これは多くの業種に該当し、特に、

EU事業者が、英国で設立されたサービス提供者との業務を継続する場合に該当する。 
 

英国内で設立された事業者が提供するサービスを利用できるか確認したか？ 
今後も英国からのクロスボーダー・サービスを利用できるか確認したか？ 

 
  

                                                
23 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/movements_of_live_animals_en.pdf 
24 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_food_law_en.pdf 
25 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_food_law_en.pdf 
26 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#move 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/animal_transport_en.pdf 
27 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#fisma 
28 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#cnect 
29 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#ener 
30 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#fisma 
31 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/services-posting_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/movements_of_live_animals_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_food_law_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_food_law_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#move
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/animal_transport_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#fisma
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#cnect
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#ener
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#fisma
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/services-posting_en.pdf


 

c. 職業資格 
人の自由な移動およびサービス条項を促進するため、あるEU加盟国でEU市民が取得した職業資格を別の

加盟国で承認を受けることはEU法により容易になっている32。 
ブレグジット後には、英国で取得した職業資格の承認は、第三国における資格の承認に関する（国内）ル

ールに従うことになり、多くの場合、承認手続きはより煩雑になる。 
 

ブレグジットに先立ち、英国で取得した職業資格の相互承認を得ているか。 
 

 
 

3. その他の論点 
 

a. 付加価値税（物品およびサービス）33
 

付加価値税（VAT）の納付および還付についての規則は、物品またはサービスの供給／取得（acquisition）
がEU域内で行われたか、あるいは第三国と国境を越えて行われたかによって、大きく異なる34。 
第三国からの国境を越えた供給品に適用されるEUルールがブレグジット後は適用される。 
 

英国向け／英国からのクロスボーダー供給に適用されるEUルールおよび各国ルールを十分理解

しているか？これは、物品とサービスのいずれにも該当する。 
 

 
 

b. 商標および意匠、地理的表示、植物品種の諸権利 
統一的商標や意匠35、EUの地理的表示制度36、および植物品種権37に関するEUルールにより、これらの知

的財産権は、EU全体でその保護が確保されている。 
これらの諸権利にもとづき付与されていた保護はブレグジット後、英国内で適用されなくなる。 
 

自身の知的財産権が英国で継続して保護されるために必要な措置を取ったか？ 
 

 
 

c. 契約－管轄条項 
民事および商事事案において、あるEU加盟国で下された判決の他の加盟国における承認および執行は、

EU法によって大幅に容易になっている38。 
英国でなされた判決の承認および執行はブレグジット後、第三国での判決に適用される（国内）ルールに

より決定される。 
 

自社の商業契約で英国の司法管轄権を選択している点について、再検討を行ったか？ 
 

 
 
 
 
 
 
                                                

32 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/professional_qualifications_en.pdf 
33 物品税対象品については、以下を参照：https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-excise-ongoing-movements_en.pdf. 
34 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/vat_en.pdf 
35 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_en.pdf 
36 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_food_law_en.pdf 
37 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_variety_rights_en_0.pdf 
38 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#just 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/professional_qualifications_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-excise-ongoing-movements_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/vat_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_food_law_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_variety_rights_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#just


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. 個人データ 
EU法は、追加要件のないEU加盟国間の個人データ移転について、規定している39。 
EUから英国への個人データの移転はブレグジット後、第三国へのデータ移転に関する規則の適用対象と

なる。これは、特にEU事業者が英国に所在するデータセンターとの業務を継続する場合に、多くの業種

に関係する。 
 

英国に個人データを移転する場合、EUルールに従って必要な措置を取ったか？ 
 

 

e. 英国で登記された企業 
EU法は、ある加盟国で法人化された企業の他の加盟国における承認について規定している40。 
英国で法人化された企業のEUにおける承認はブレグジット後、第三国で法人化された企業に適用される

（各国）法に従うことになる。 
 

自社が英国で法人化されている場合、各国法に照らして、事業の統括拠点または主たる事業所が

EU域内にあれば、EU企業としての地位を保つのに十分であるか確認したか？ 
 
 

f. 直接課税 
企業への直接課税に関する各国ルールは、特定の越境的な状況における調和措置を含むEU法を考慮しな

ければならない。 
英国が関係する場合、企業への直接課税に関するルールはブレグジット後、第三国に適用されるルールと

なる。 
 

英国が関係する場合の直接課税について、各国法に従って必要な措置を取ったか？ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
39 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_en.pdf 
40 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-company-law_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-company-law_en.pdf


 
 
 
 

 
 

作成者 日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部 欧州ロシア CIS 課 
 
 
 
 〒107-6006 東京都港区赤坂 1 丁目 12 番 32 号 

    Tel. 03-3582-5569 


	1. EU市場への物品の投入（上市）；輸出
	a. 認証および認可
	b. ローカリゼーション要件
	c. ラベル表示およびマーキング
	d. 第三国がEU製品に対して与える特恵関税
	e. 通関手続き
	f. 関税
	g. 禁止および制限
	h. 衛生植物検疫（SPS）管理

	2. EUにおけるサービスの提供
	a. 許可（ライセンス）及び認可
	b. 国境を越えたサービスの提供
	c. 職業資格

	3. その他の論点
	a. 付加価値税（物品およびサービス）32F
	b. 商標および意匠、地理的表示、植物品種の諸権利
	c. 契約－管轄条項
	d. 個人データ
	e. 英国で登記された企業
	f. 直接課税


